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初

初

　予算を否決し、暫定予算の執行に
なれば、老朽化による安全性が心配
な川匂橋橋りょう長寿命化補修工事
や高規格救急自動車購入事業など人
命に大きく関わる諸事業の執行が先
送りとなったり、国・県等の交付金
を活用できないなど、町にとって多
額な損失が生じる可能性がある。
　また、暫定予算では、社会福祉協
議会や町内各種活動団体への補助金
が年度当初には全額支給されないな
どの影響が出る。町民の不利益を最
小限にとどめるために予算全体を否
決するのではなく、新庁舎建設にか
かる「基本設計委託費」を除いて可
決すべきであるとの結論に達した。

（前田、小笠原、羽根、善波、根岸、杉崎、二宮）

会計名 平成31年度予算額 平成30年度対比

一般会計 82億6,948万5千円 6億5,948万5千円

国民健康保険 32億7,945万8千円 △ 8,219万5千円

後期高齢者医療 9億 171万5千円 1,279万1千円

介護保険 26億   1,672万円 1億3,770万1千円

下水道事業 9億7,248万2千円 368万8千円

会計名 平成31年度末 平成30年度末

一般会計 76億6,067万円 72億4,308万円

国民健康保険 5,640万円 7,520万円

下水道事業 54億9,189万円 56億3,390万円

町債合計 132億 896万円 129億5,218万円

○�一般会計対前年比8.7％増� �
特別会計は0.9％増　　　総額4.8％増

○�長期借入金残高見込

議会が予算に関わる条例を３つ否決した

町が、当初予算を撤回し
　　　上記を反映した予算を再提出した

７名の議員が予算の修正案を提出した

88歳向け敬老祝金減額（△189万円）
在宅障がい者手当廃止（△387万円）
障がい者医療費助成縮小（△101万円）

「�新庁舎基本設計委託費、� �
約5,000万円を減額せよ！」� �
という提案（修正動議）をした。

その１
否決

その₂
再提出

その₃
修正

予算は可決しました

平成31年度予算　総額�160億3,986万円を可決

庁舎建設
その予算ちょっと待った！

７名はなぜ修正案を出したのか？
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一般会計に賛成×反対討論
今、新庁舎基本設計に進む事はできない

羽根　かほる
　住民福祉、安全安心の町づくりは進めていくべ
きものである。基本構想・計画の見直し案が示さ
れるまで、基本設計は今一度立ち止まる必要があ
ると考える。よって基本設計委託料のみ除いた修
正予算に賛成する。

町民の生命・財産を守る喫緊の課題優先
二宮　節子

　予算案の否決により暫定予算となった場合は、
町民の生命財産を守る喫緊の事業が先送りされ、
交付金も見送りとなる。修正案は、町民の不利益
を最小限にとどめられ、基本設計は今後の課題と
して協議するものとして納得。

新庁舎はラディアンと一体で考え整備を
小笠原　陶子

　ラディアン周辺に新庁舎をつくることで進んで
ほしいと考える。建てるに当たって大事なのは、
まちづくりのための施設をラディアンと一体とし
て考え整備し、町民に納得してもらえるよう財政
の部分も含め、しっかり説明することが重要。

町予算も議員修正案も建設ありき、反対
露木　佳代

　評価する部分も多い予算だったが、庁舎につい
て町民への十分な説明と合意形成ができておらず、 
建設ありきのため反対。議員の修正案は文化財発
掘調査委託料（２か年で8,800万円）が除かれて
おらず、町予算と同様建設ありきで賛成できない。 

新庁舎建設が本当に賢明な最善策か
一石　洋子

　必要なのは、大災害のシミュレーションによる科
学的な検証と未来を見据えた町の価値を高める町
民協働、行政参画を導く議論の場、早期療育を含
む子育てソーシャルワークの強化、町内のワクチン
接種による副反応被害の事故調査委員会の設置。

町の大事業は議論を重ね慎重に検討を
松﨑　　健

　役場庁舎の移転は数十年に一度の大事業。これ
を機に公共施設・小中学校統廃合含め人口動態も
考慮し将来の町のデザインを慎重に検討すべき。
移転後の現庁舎跡地の利用法、将来の空き校舎の
庁舎利用の可能性も検討されていないのが現状。

行政の説明不足は今後に不安を残す元凶
大沼　英樹

　１.基本構想・基本計画案ありきで期間延長提
示の進め方に反対。２.買い物難民対策に逆行す
る商店街の補助金削減に反対。３.学校給食の委
託について充分な説明と対応がなされていないと
感じ、業務委託による支出高騰に承服できず反対。

社会保障後退と拙速な民間依存の推進
渡辺　訓任

　国保税引き上げ等社会保障後退。学校給食調理・
子育てサロン等で民間委託推進。一方、買い物難
民・空き地空き家等の切実な問題解決に力不足の
一般会計予算案。庁舎整備基本計画の着手には町
民の理解を得る必要あり。

①
役
場
新
庁
舎
基
本
構
想・ 

基
本
計
画
案
は
、
早
期
に
修

正
し
、
多
く
の
町
民
の
意
見

を
聴
取
・
反
映
し
た
上
で
策

定
さ
れ
た
い
。

②
子
育
て
サ
ロ
ン
・
学
校

給
食
・
プ
ー
ル
管
理
運
営
等

に
か
か
る
業
務
委
託
は
、
責

任
の
所
在
を
明
確
に
し
、
安

全
性
及
び
質
を
確
保
さ
れ
た

い
。

③
有
害
鳥
獣
対
策
は
、
関

連
部
署
と
の
連
携
を
強
化
し
、 

近
隣
市
町
と
の
協
力
体
制
も

推
進
さ
れ
た
い
。

④
障
が
い
者
の
自
立
支
援

は
、
当
事
者
の
ニ
ー
ズ
に

添
っ
て
実
施
さ
れ
た
い
。

⑤
駅
前
町
民
会
館
跡
地
は
、

年
間
を
通
し
て
各
種
事
業
に

活
用
で
き
る
よ
う
検
討
さ
れ

た
い
。

⑥
職
員
の
育
成
や
働
き
方

改
革
に
お
い
て
は
、
心
身
の

健
康
に
配
慮
し
、
組
織
全
体

で
業
務
効
率
化
を
図
ら
れ
た

い
。

【
審
査
委
員
】
善
波
宣
雄
、
二
宮
節

子
、
坂
本
孝
也
、
渡
辺
訓
任
、
大

沼
英
樹
、前
田
憲
一
郎
、一
石
洋
子

予
算
審
査
特
別
委
員
会

審
査
意
見

賛
成

反
対

修正
案に

原

案も
修正案も



（4） 第171号 平成31年（2019年）４月25日発行

平成28年から行われている図上訓練
消防・警察・自衛隊・県職員も参加

「響き合うまちづくり」で
　　　 共生社会の実現を

平成31年度 町長施政方針

【総括質疑】 庁舎・財政・福祉
無所属　根岸　ゆき子
新庁舎は「これしかない」と
町長が意志を示せ

Q施政方針に「特に重要な課題として役場新庁舎
整備」とある。平成31年度はまちづくりを確か

なものにする分岐点となる。新庁舎の町民説明を更に
どう充実させるのか。

A２月の説明会で多くの町民の皆さまからいただい
た意見をもとに計画案の修正を行う。３月31日ま

での計画策定にはこだわらず、もう一度向き合って説
明する。人口減、高齢化による税収減を踏まえた財政
のシミュレーションをする。財政見通しに学校の改修
工事は入っていないが、平成31年度４月から説明する
小中一貫教育に伴う案はできている。それを踏まえた
上で費用を盛り込みたい。災害時の構えとしての地域
集会施設だが、地域のあり方の議論も踏まえ、町から
案を示しながら話し合いの中で進める。基金積立のな
い中、後年に大きな負担を残すため「市町村役場機能
緊急保全事業」を使わない町債はできない。

Q町長の言う「まちづくり応援団」とは何か。「町
民とともにある自治体運営の１つとして町づく

り移動町長室をする」ともあるが、あたりの良い言葉
を利用しているだけと感じる。新庁舎建設を本気で考
えているのか。まちづくりの全体像を示し「町民の皆
さんと一緒にやりましょう」と意志を示すのが町長の
役割。堂々とやれ。

A庁舎の問題は長年の懸案であり後回しにできな
い。誰かがやらねばならなかったことでリミット

にきていると深く感じているからこそ提案した。まち
づくり応援団は、次の首長に引き継いだ後でも担保で
きるような制度を構築するのが私の役目。

＜生活の質の向上と定住人口の確保＞
環境を生かし、誰もが安心して生活できるよう 

「生活の質の向上」を目指し、内外に発信。
〇�妊娠から子育て期まで切れ目ない支援ができるよ
う、相談窓口・情報提供を行う子育て支援センター
「にのはぐ」をはじめ、さまざまな子育て支援サー
ビス強化。
〇�身近な地域社会において、自分らしく生き生きと
暮らし続けることができるよう、地域福祉の充実
と医療・介護・健康事業の連携強化。
〇�地域の方々とともに持続可能な活力ある地域コ
ミュニティーの形成に向けて検討。

＜環境と風景が息づくまちづくり＞
身近な自然環境や歴史や文化、田舎の風景を生か
しながら観光や商工業の振興を進める。
〇�歴史や文化の地域資源の保全と活用のため、ラディ
アンと図書館を拠点として、多世代が集い、学習し、
交流ができる場としてのあり方について検討。

〇�町民の創意工夫で起業する中小規模な企業に対し、
創業者支援として、融資枠の拡大や利子補助を実施。

＜交通環境と防災対策の向上＞
安心して住み続けられるよう、災害への備えを強
化し、災害に強いまちづくりの推進。
〇�新庁舎建設基本構想・基本計画にもとづき、設計を
行うとともに、建設予定地となっているラディア
ン裏町営第一駐車場の埋蔵文化財発掘調査を行う。

〇�高規格救急自動車２台のうち１台を更新。防災行
政無線固定系（子局）と移動系の更新。
〇�コミュニティバスのイベントに合わせた臨時運行
など利用促進を図る。川匂橋と梅沢人道橋の補修。
西湘海岸保全事業（国の直轄事業）との連携・協力。

＜戦略的行政運営＞
平成31年度からは、第５次二宮町総合計画後期基
本計画、第５次二宮町行政改革大綱を行政運営の
柱とし、効果的かつ効率的に行う。
〇�役場内の情報システムネットワーク強化のため、
行政文書バックアップ機能を導入。

○�ごみ処理広域化や消防指令業務の各市町との連携
による円滑運営。
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※記事は本人の原稿に基づくもの

誰もが大切にされるまちづくりを
＝住民福祉の増進は自治体の役割＝

建設以来、40年以
上一度も改修され
ていない二宮小学
校体育館

・子育て支援・教育などなど…
日本共産党　渡辺　訓任
町が主体性を発揮し、住民
福祉を進める予算編成を

無所属　前田　憲一郎

町財政に危機

Q恒道会破産後の地域密着型施設の運営は入居者
の要望、第７期介護保険運営計画に沿ったもの

になるのか。破産の精算は終わってない。

A法人破産のようなことが二度と起きないように、
さまざまな機会を活かし運営の指導に努める。も

とまちの家は（社福）豊友会が事業譲渡を受け、かわわ
の家は（株）日本アメニティライフ協会が事業再開。計
画への影響はない。

Q子育て支援・教育分野での民間活用が拙速では。
子育て・介護を担う人づくりを町が主体的に進

める必要がある。

A民間の学童には運営の柔軟さなどの良さがある。
学校給食の調理・配送・配膳業務や子育てサロン

の民間委託については、町だけでは専門性を持った職
員の安定した確保と配置、就労条件の保障が難しくなっ
たためだ。百合が丘保育園は公立としての役割がある。

Q消費税率引き上げを利用料・使用料に転嫁しな
いことを求める。町の業務を民間に委託する場

合には、責任の所在、指示・情報伝達ルートを明確に
する必要性を強調。

A地方消費税は重要な財源。施設利用料に適正に
転嫁する必要がある。利用状況も勘案し負担適

正化の際、消費税も織り込む。

Q財政運営の基準・規律は。予算案は福祉後退、
行革・公共施設再配置の負の面が現れた。

A健全化判断比率や実質公債費比率など、財政の
健全性は堅持されている。新庁舎整備で一定の

財政負担は生じるが、無理な計画を強引に推し進めず、
さまざまな意見を受け止めていく。学校再配置計画に
ついても、はっきりした時点でシミュレーションに織
り込んでいく。

Q平成31年度予算案の重点項目は何か。

A平成31年度は、第５次二宮町総合計画後期基本
計画の初年度であることから、今後４年間に取

り組んでいくさまざまな施策を展開し、「住んで良かっ
た」「住み続けたい」と感じられるまちづくりに向け
た予算編成を行った。

Q平成32年度の新学習指導要領の施行までに、小
中学校のICT環境をどのように整えていくのか。

A平成30年度は、全教室に実物投影機を配置した
ほか、各学年に１台程度の教師用タブレットを

整備した。平成31年度は「校務支援システム」を導入
し、教職員の多忙感を減らし、子どもと向き合う時間
を確保することにより、教育の質の向上に取り組む。

Q高齢者福祉について、補助金を出している地域の
通いの場を中心とした取り組みをどう進めるか。

Aどの地域においても工夫しながら、毎回30分の
健康体操を実施し、介護予防の取り組みを継続

していく。

Q高齢者福祉の観点から小児医療費同様に75歳以
上の高齢者医療費を条件付きで無償にすべきだ

と思うがいかがか。

A持続可能な医療保険制度の構築を進める中、高
齢者の医療費無償化は難しい。

Q新庁舎整備にかかる経費により、町民サービス
低下につながることはないのか。次世代に大き

な負担がかかることはないのか。

A整備にあたっては、行政機能を集約させるなど、
町民皆さまの利便性を向上させつつ、行政機能と

防災拠点となる庁舎の建設を、後年に過度な負担にな
らない計画と合わせ、町として責任を持って進めていく。
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※議案第５号、８号は守秘義務についての記載がないという理由で反対多数となり否決された。

賛 跡地をボール遊びの
公園や地域の施設に！　
福祉向上となる（杉崎）

反 プール活用の方策がな
く、廃止後の活用も未確
定（羽根）

反 跡地活用提示と維持
費５千万円の温水プール
見直し必須（露木）

反 シェアサイクルの拠点
になりうるプールなので
反対する（前田）

反 再開要求に従い運営
努力または跡地利用計画
を出すべき（大沼）

反 地域プールを学校プー
ルと位置づける原点に戻
れ（渡辺）

反 海を活かせる地盤強
固な資源を戦略的にデザ
インせよ（一石）

反 プール廃止に反対で
はないが地域全体への説
明が優先だ（根岸）

賛 平日の来場者1.6人を
増加させたい町の一手で
ある（露木）

賛 利用は土日に集中し
ている。人件費100万円
の節約だ（小笠原）

賛 一時の縮小をしたとして
も力を蓄えて有効活用を広
げよ（根岸）

反 来館者数や経費ばか
りにとらわれ、原点を忘
れている（坂本）

反 無料化では貴重な文
化的財産の価値を守れな
くなる（羽根）

反 開館日や料金変更の
前に、運営方法を見直す
べき（渡辺）

反 未来の芸術家創出に
つながるよう施設運営を
望みたい（大沼）

反 休館日を増やすこと
に繋がるため、開館日減
は反対（前田）

町長の提案に賛＝賛成　反＝反対

町営水泳プール設置条例の廃止 ふたみ記念館の
設置及び管理に関する条例改正

休止中の袖が浦プールを廃止するもの
（議長を含めた特別多数議決による）

観覧料及び展示ギャラリー使用料の無料化、
継続使用期間を12日間から８日間に変更２ 対 12 ４ 対 ９

賛否が分かれた条例
30の条例案のうち、７議案をピックアップ！

否決 否決

賛 金銭の支給より障がい
者サービス向上へシフト
に賛同（露木）

反 自立支援と町独自の手
当給付は相対する施策で
はない（渡辺）

反 総合支援法の観点か
らも当事者不在の決定は
理不尽（一石）

反 望むサービスに届かな
いという思いに丁寧に目
を向けよ（根岸）

賛 広さ確保、清潔感UP、
機能充実で町民サービス
向上（露木）

賛 民間への委託は安全
安心なサロンへ十分な調
整を要望（羽根）

反 運営やアクセス等問題
多い。拙速な民間委託は
止めよ（渡辺）

反 本会議議決前に動き
出す行政は議会軽視、い
や無視だ（坂本）

在宅障害者福祉手当支給条例の廃止 子育てサロン設置条例改正
年額3,500～7,000円の在宅障害者福祉
手当を廃止するもの

百合が丘子育てサロン廃止に伴う改正（民
間運営の「中里子育てサロン」が4月１日開設）６ 対 ７ 11 対 ２

否決 可決

賛 減額しても他自治体に
比べ高額、内容も改善が
必要（露木）

反 敬老のお祝いという性
質の支給を減額する理由
はない（羽根）

反 減額なら気持ちを表す
ための工夫・やり方を示
すべき（渡辺）

反 福祉後退と商店の更
なる減少を加速させる心
配がある（大沼）

反 高齢者福祉の観点か
ら敬老祝金を減額するべ
きではない（前田）

賛 制度を守り持続可能な
仕組みを作るためやむを
得ない（小笠原）

反 助成対象・基準を県に
合わせて縮小する必要は
ない（渡辺）

反 財政力の弱い二宮で
の町独自の数少ない事業
である（露木）

反 最善の利益を諮る当
事者参画の協議、選択の
場を求む（一石）

反 １人にかかる年額10万
～15万円という影響は大
きい（根岸）

敬老祝金条例改正 障害者の医療費の助成に関する条例改正
88歳時に支給する敬老祝金（JOYギフト券）
２万円分から１万円分に（百歳は変更なし）

軽度障がい者への補助見直し。県の補助金交付
要綱に合わせる。（助成対象者の等級引き上げ）５ 対 ８ ５ 対 ８

否決 否決
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皆 さ ま

陳 情
からの

賛 医療費は増す一方
で国民皆保険を守るた
めの見直しだ（小笠原）

反 国保税引き上げは
加入者の生活を直撃、
仕組みを直せ（渡辺）

反 医療費削減が先で
増額は最後の手段
� （大沼）

反 町独自の算定基準
で改善を進め、県基準
と比較検討せよ（露木）

国民健康保険税の一部を改正　資産割廃止とともに、国保財政の県への一本化にともな
い、保険税率（所得割・均等割・世帯割）を県が示す保険料標準税率を参考に改正。前年度比
で１世帯あたり16,698円の値上げ。
町が示したモデルケース（40歳代夫婦・子２人・年収400万円持ち家あり）で年間545,828円。26,048円引き上げ。

10 対 ３
可決

役
場
庁
舎
建
設
の

 

進
め
方
に
つ
い
て

�

大
切
な
暮
ら
し
の
た
め
に�

�

町
を
考
え
る
会

　

役
場
建
設
は
町
民
に
周

知
不
足
で
あ
る
。
基
本
構

想
・
基
本
計
画
を
３
月
に

策
定
す
る
こ
と
へ
の
危
惧

と
、
建
設
費
用
が
約
15
億

円
か
ら
約
26
億
５
千
万
円

に
変
更
さ
れ
た
根
拠
が
不

明
で
あ
り
、
役
場
や
学
校

再
配
置
の
跡
地
計
画
が
な

く
、
総
合
的
な
町
の
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
も
な
い
こ
と
に

危
機
感
を
覚
え
る
た
め
。

陳
情
項
目

①
わ
か
り
や
す
い
情
報
提
供
。

②
町
民
の
意
見
を
取
り
入

れ
る
仕
組
み
づ
く
り
。

③
役
場
新
庁
舎
建
設
の
基

本
構
想・基
本
計
画
の
延
期
。

 

全
会
一
致
で
採
択

町
の
回
答

�

※
予
算
審
査
を
踏
ま
え
て

〇
ア
ン
ケ
ー
ト
や
地
区
・

学
校
区
ご
と
の
説
明
会
な

ど
、
手
法
を
検
討
す
る
。

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
さ
ま

ざ
ま
な
媒
体
を
活
用
し
、

わ
か
り
や
す
く
情
報
提
供

す
る
。

〇
小
中
高
生
と
の
意
見
交

換
は
検
討
す
る
。

〇
説
明
会
の
場
所
や
時
間

は
、
多
く
の
方
が
参
加
で

き
る
よ
う
設
定
す
る
。（
最

終
ペ
ー
ジ
参
照
）。

〇
基
本
構
想
・
基
本
計
画

の
策
定
は
、
６
～
７
月
に

延
期
。

役
場
新
庁
舎
整
備
に
つ

い
て
町
民
間
で
議
論
を

深
め
る
た
め
、
説
明
と

資
料
作
成
、
開
示
を
求

め
る 

�

ま
ち
づ
く
り
工
房
「
し
お
風
」

　

公
共
施
設
の
全
体
像
を

示
さ
ず
新
庁
舎
建
設
を
進

め
る
基
本
理
念
が
理
解
で

き
な
い
。
旧
耐
震
基
準
の

地
域
集
会
施
設
の
整
備
等
、

町
民
の
命
と
財
産
を
守
る

対
策
こ
そ
優
先
さ
れ
る
べ

き
で
、
11
億
円
以
上
加
算

さ
れ
た
現
状
で
は
他
事
業

へ
の
財
源
減
少
は
避
け
ら

れ
な
い
。
一
度
白
紙
に
戻

し
町
民
間
で
議
論
を
重
ね

る
た
め
の
情
報
を
求
め
る
。

陳
情
項
目

①
緊
急
性
を
持
っ
て
庁
舎

を
建
築
す
る
必
要
性
は
。

現
状
の
災
害
対
策
で
支
障

を
き
た
す
理
由
と
、
国
の

交
付
金
を
活
用
し
た
場
合

の
具
体
的
な
金
額
等
説
明

を
求
め
る
。

②
今
後
の
財
政
運
営
に
ど

う
影
響
す
る
の
か
町
民
も

理
解
で
き
る
財
政
計
画
の

作
成
と
開
示
。

 

全
会
一
致
で
採
択

町
の
回
答

�

※
予
算
審
査
を
踏
ま
え
て

〇
平
成
8
年
の
耐
震
診
断

で
緊
急
性
を
感
じ
た
が
、

学
校
を
優
先
し
、
耐
震
工

事
を
し
た
。
平
成
27
年
の

役
場
庁
舎
耐
震
検
査
の
結

果
で
決
断
し
た
。

〇
市
町
村
役
場
機
能
緊
急

保
全
事
業
（
耐
震
化
未
実

施
の
庁
舎
建
替
等
の
事
業

費
の
一
部
を
交
付
税
措
置

す
る
）
は
昨
年
12
月
に
条

件
が
緩
和
さ
れ
る
の
で
活

用
し
た
い
。
財
政
計
画
は

基
本
設
計
を
策
定
す
る
段

階
で
順
次
示
す
。

〇
現
在
の
建
設
費
は
概

算
、
事
業
を
進
め
て
い
く

中
で
正
確
な
金
額
に
近
づ

く
。

〇
人
口
減
少
を
踏
ま
え
他

の
公
共
施
設
を
含
め
た
財

政
計
画
を
説
明
会
等
で
示

し
た
が
、
更
に
精
査
し
学

校
再
配
置
等
も
考
慮
し
た

財
政
計
画
に
改
め
て
い
く
。

全
国
知
事
会
の「
米
軍
基

地
負
担
に
関
す
る
提
言
」

の
主
旨
に
基
づ
き
、日
米

地
位
協
定
の
見
直
し
を

国
に
求
め
る

 �

日
米
地
位
協
定
を
見
直
す
会

　

日
米
地
位
協
定
は
日
本

国
憲
法
の
理
念
、
そ
し
て

地
方
自
治
の
根
幹
を
も
揺

る
が
し
か
ね
な
い
協
定
で

あ
る
。
全
国
知
事
会
の
提

言
内
容
（
訓
練
等
の
速
や

か
な
事
前
情
報
提
供
、
地

位
協
定
の
抜
本
的
見
直
し
、

事
件
・
事
故
に
対
す
る
具

体
的
か
つ
実
効
的
な
防
止

策
、
騒
音
規
制
な
ど
周
辺

住
民
の
負
担
軽
減
、
基
地

の
整
理
・
縮
小
・
返
還
の

促
進
）
を
支
持
し
、
国
に

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る

も
の
。

陳
情
項
目　
町
議
会
は
全

国
知
事
会
の
「
米
軍
基
地

負
担
に
関
す
る
提
言
」
の

主
旨
を
支
持
し
、
国
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
を

求
め
る
。

賛 

沖
縄
の
み
な
ら
ず
二
宮

に
も
オ
ス
プ
レ
イ
が
飛
来
。

自
分
事
で
あ
る
。（
露
木
）

賛 

知
事
会
の
地
位
協
定

見
直
し
等
の
提
案
は
主
権

国
家
と
し
て
当
然
。（
渡
辺
）

 

賛
成
多
数
で
採
択

日
米
地
位

定
協

「
シ
ェ
ア
に
の
み
や
」議
会
報
告
会

　
　
予
算
報
告
と
新
庁
舎
に
つ
い
て
意
見
交
換

【
日
時
】
４
月
30
日
㈫ 

10
時
00
分
・
18
時
30
分

　
　
　

５
月
１
日
㈬ 

13
時
30
分

【
場
所
】
ラ
デ
ィ
ア
ン 

展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
　
資
料
も
展
示
。
常
時
議
員
が
お
り
ま
す
。

こと庁舎 の
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善
波
　
宣
雄

羽
根
か
ほ
る

松
﨑
　
　
健

二
宮
　
節
子

杉
崎
　
俊
雄

坂
本
　
孝
也

小
笠
原
陶
子

露
木
　
佳
代

渡
辺
　
訓
任

大
沼
　
英
樹

前
田
憲
一
郎

根
岸
ゆ
き
子

一
石
　
洋
子

野
地
　
洋
正

結 

果

議員提出議案名（左は議案番号）
1 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

町長提出議案名（左は議案番号）
1 二宮町行政改革検討委員会条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
2 二宮町政策評価委員会条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 可決
3 二宮町庁舎整備基金条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
4 二宮町特定空家等審査会条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
5 二宮町老人ホーム入所判定委員会条例の制定について ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● 否決
6 二宮町地域密着型サービス等運営委員会条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
7 二宮町地域包括支援センター運営協議会条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
8 二宮町予防接種健康被害調査委員会条例の制定について ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 否決
9 二宮町歯及び口腔の健康づくり推進条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
10 二宮町教育支援委員会条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
11 二宮町教科用図書採択検討委員会条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
12 二宮町表彰条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
13 二宮町総合計画審議会条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 可決
14 二宮町個人情報保護条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 可決
15 二宮町情報公開条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 可決
16 二宮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
18 二宮町税条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
19 二宮町営水泳プール設置条例を廃止する条例 ※１ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 否決
20 二宮町南口駅前広場駐車場条例を廃止する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
21 特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
22 二宮町ふたみ記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● 否決
23 二宮町子育てサロン設置条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 可決
24 二宮町敬老祝金条例の一部を改正する条例 ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ 否決
25 二宮町在宅障害者福祉手当支給条例を廃止する条例 ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● 否決
26 二宮町障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● 否決
27 二宮町国民健康保険条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
28 二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ 可決
29 二宮町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
30 二宮町介護保険条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
31 二宮町道路線の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
32 平成30年度二宮町一般会計補正予算（第5号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
33 平成30年度二宮町国民健康保険特別会計補正予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
34 平成30年度二宮町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
35 平成30年度二宮町介護保険特別会計補正予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
36 平成30年度二宮町下水道事業特別会計補正予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
37 平成31年度二宮町一般会計予算 撤回
38 平成31年度二宮町国民健康保険特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ 可決
39 平成31年度二宮町後期高齢者医療特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 可決
40 平成31年度二宮町介護保険特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
41 平成31年度二宮町下水道事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
42 平成30年度二宮町一般会計補正予算（第6号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
43 平成31年度二宮町一般会計予算 ※２ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● 修正可決

陳　情　名（左は陳情番号）

1
全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の
根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出することを求
める陳情審査について

● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 採択

2 役場庁舎建設の進め方についての陳情審査について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択

3 二宮町役場新庁舎整備について町民間で議論を深めるために、町の説明と資
料作成、開示を求める陳情審査について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択

議案について、○は賛成、●は反対したことを意味しています。
陳情については、○は採択、●は不採択です。
※１野地議長は採決に加わりません。ただし、議案19号については、特別多数議決のため議長も加わりました。
※２議案第43号については、議員より修正案が提出されており、○は修正案に対する賛成、●は修正案及び原案ともに反対したことを意味しています。

各議員の議案 · 陳情に対する賛成 · 反対は？
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町
の
財
政
見
通
し
は
。

　

２
月
の
庁
舎
建
設
町

民
説
明
会
で
示
し
た
と
お

り
、
詳
細
な
費
用
は
今
後

精
査
積
算
し
、
財
政
見
通

し
も
あ
わ
せ
て
い
く
。

　
町
民
の
反
対
意
見
・

浸
水
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
内

を
ど
う
考
え
る
か
。

　

意
見
を
受
け
止
め
、

計
画
内
容
を
修
正
し
、
葛

川
の
治
水
対
策
を
国
・
県

に
強
く
要
望
し
て
い
く
。

　
駅
前
跡
地
を
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
施
設
や
町
民
の
窓

口
と
し
合
理
的
な
庁
舎
建

設
は
で
き
な
い
か
。

　

機
能
集
約
、
利
便
性

確
保
の
た
め
考
え
な
い
。

　
庁
舎
建
設
基
本
計
画

（
４
８
０
０
㎡
）
の
本
体

工
事
費
は
約
22
億
円
、
法

務
局
（
２
４
０
０
㎡
）
は

５
億
６
千
万
円
で
あ
る
が

計
画
変
更
は
あ
る
の
か
。

　

構
造
・
安
全
・
経
済

性
含
め
柔
軟
に
検
討
す
る
。

　
道
路
の
舗
装
、
横
断

歩
道
、
路
側
帯
表
示
の
傷

み
が
目
立
つ
。
平
成
28
年

に
土
木
費
１
億
円
の
減
額

に
町
長
は
不
十
分
な
予
算

と
認
め
て
い
る
が
、
答
弁

の
そ
の
後
は
。

　

財
源
確
保
が
必
須
で

あ
る
が
、
近
年
、
道
路
関

係
の
国
の
補
助
金
確
保
は

難
し
く
工
事
範
囲
を
削
減

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
優
先
順
位
が
低
い
も

の
が
放
置
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

警
察
に
属
す
部
分
だ

と
協
議
に
時
間
を
要
す
る

こ
と
も
あ
る
。
歩
行
者
の

安
全
確
保
、
交
通
事
故
に

つ
な
が
る
も
の
は
早
目
の

対
応
を
行
っ
て
い
る
。

　
し
っ
か
り
し
た
道
路

整
備
計
画
が
要
望
を
減
ら

し
、
職
員
の
残
業
短
縮
に

寄
与
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　

道
路
台
帳
シ
ス
テ
ム

導
入
の
成
果
も
あ
り
今
後

さ
ら
な
る
工
夫
や
業
務
改

善
で
職
員
の
負
担
軽
減
へ

つ
な
が
る
よ
う
取
り
組
む
。

　
役
場
新
庁
舎
を
建
設

し
た
ら
町
民
負
担
は
。

　

本
年
２
月
の
人
口
で

１
人
あ
た
り
５
万
７
千
円

１
世
帯
あ
た
り
14
万
円
、

地
方
債
償
還
期
間
30
年
で

割
る
と
１
人
当
た
り
年
間

１
千
９
０
０
円
、
１
世
帯

当
た
り
年
間
４
千
７
０
０

円
と
い
う
計
算
と
な
る
。

計
画
に
沿
っ
て
ス
ピ
ー
ド
感
を

持
ち
進
め
る

答
行
政
運
営
も
危
険
な
と
き
は

停
止
・
徐
行
が
基
本
で
は

問

町民の求める庁舎設計を…

大
沼 

英
樹

無
所
属

一般質問
議員名 通 告 書 件 名

大沼 英樹
・役場新庁舎の計画について
・道路補修 ・ 整備計画と職員の過重労働への対応ついて
・年度事業に対する補助金について

羽根 かほる ・役場新庁舎計画及び財政計画について

二宮 節子 ・海洋プラゴミ問題とＳＤＧｓについて

露木 佳代
・役場庁舎について
・ ＬＧＢＴ等、性的マイノリティへの配慮やパートナーシップ制度、 

幼、保、学校での配慮や子どもたちと教師に対する教育などについて

小笠原 陶子 ・買い物弱者対策について
・町民の皆さまに行政情報を正確に早く伝える方法を問うについて

一般質問は、大事な議員活動の一つです。二宮町は一問一答方式であり、質問は制限時間内
であれば何度でも自由にできます。そのやりとりにもご注目下さい。
※ 記事は本人が作成し、議会での発言および記事内容は、各議員の責任となります。
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海
洋
汚
染
が
深
刻
で

あ
る
。
持
続
可
能
な
開
発

目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
ゴ
ー
ル

に
「
海
の
豊
か
さ
を
守
ろ

う
」
と
あ
る
が
、
海
を
有

す
る
町
と
し
て
、
ご
み
ゼ

ロ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
漂
着

ご
み
量
を
今
以
上
に
、
町

内
外
に
発
信
す
べ
き
で
は
。

　
現
在
は
広
報
だ
け
だ

が
、
今
後
回
収
物
の
写
真

を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
、
エ
コ
フ
ェ
ス
タ
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
時
に
、
漂
着

し
た
不
適
切
な
ご
み
の
パ

ネ
ル
を
展
示
す
る
。

　
町
の
商
店
連
合
会
で

は
、
早
く
か
ら
プ
ラ
ご
み

削
減
と
し
て
、
マ
イ
バ
ッ

ク
持
参
時
に
、
エ
コ
カ
ー

ド
に
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し

て
い
る
が
、更
な
る
徹
底
、

周
知
は
。

　
満
点
に
な
る
と
20
円

が
町
の
み
ど
り
基
金
に
入

る
。
町
民
や
商
連
加
盟
店

に
エ
コ
カ
ー
ド
の
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
周
知
す
る
。

　
町
の
特
産
品
を
扱
う

観
光
協
会
の
レ
ジ
袋
削
減

を
進
め
る
考
え
は
。

　
町
に
決
定
権
は
な
い

が
、
協
会
の
考
え
と
し
て

順
次
紙
袋
に
移
行
す
る
。

　

学
校
給
食
の
ス
ト

ロ
ー
を
官
民
連
携
で
紙
製

に
で
き
な
い
か
。

　
事
業
者
と
情
報
交
換

し
な
が
ら
検
討
す
る
。　

　
中
学
３
年
生
に
ユ
ニ

セ
フ
か
ら
配
布
さ
れ
た
副

教
材
「
私
た
ち
が
つ
く
る

持
続
可
能
な
世
界
」
の
授

業
に
つ
い
て
聞
く
。　
　

　
新
指
導
要
領
の
根
底

に
流
れ
て
い
る
の
が
、
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
の
考
え
方
。
子
ど

も
た
ち
が
主
体
的
に
考

え
、
そ
れ
を
相
手
に
ど
う

伝
え
る
か
、
教
員
が
問
題

を
提
示
す
る
の
で
は
な

く
、
自
分
た
ち
か
ら
発
信

し
て
学
び
と
っ
て
い
く
。

こ
の
こ
と
が
町
に
必
要
と

考
え
る
。

　
自
治
体
の
最
上
位
に

あ
る
総
合
計
画
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
の
連
動
は
。

　
目
的
と
成
果
を
町
民

の
皆
さ
ま
に
分
か
り
や
す

く
、
来
年
度
か
ら
２
０
２

２
年
度
ま
で
の
「
総
合
計

画
基
本
計
画
」
に
記
載
予

定
。
主
要
課
題
と
し
て
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
を
意
識
し
た
取
り

組
み
の
必
要
性
に
つ
い
て

な
ど
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
17
の

ゴ
ー
ル
と
事
業
を
結
び
つ

け
る
作
業
を
し
て
い
る
。

一般質問

　
役
場
新
庁
舎
は
な
ぜ

必
要
か
。 

　

現
庁
舎
は
強
度
不
足
。

耐
震
補
強
は
補
強
箇
所
が

多
く
、
執
務
ス
ペ
ー
ス
が

狭
く
な
り
支
障
が
あ
る
。

建
て
替
え
て
も
、
坂
の
上

と
い
う
立
地
は
変
わ
ら
ず

保
健
セ
ン
タ
ー
な
ど
機
能

の
集
約
は
で
き
な
い
。
さ

ら
に
仮
庁
舎
が
必
要
と
な

る
な
ど
、
多
く
の
費
用
を

投
じ
て
も
改
善
で
き
な
い

課
題
が
残
る
。
選
択
肢
に

は
な
り
得
な
い
。

　
財
政
へ
の
影
響
と
見

通
し
は
。

　

役
場
庁
舎
が
災
害
時

に
お
い
て
も
機
能
し
、
業

務
継
続
が
確
実
に
行
わ
れ

る
よ
う
創
設
さ
れ
た
「
市

町
村
役
場
機
能
緊
急
保
全

事
業
債
」
を
財
源
と
し
て

計
画
。
地
方
債
に
過
度
に

依
存
せ
ず
、
庁
舎
整
備
基

金
積
み
立
て
も
最
大
限
の

準
備
を
行
い
、
将
来
へ
過

度
な
不
安
を
与
え
な
い
よ

う
身
の
丈
に
合
っ
た
も
の

に
し
て
い
く
。
財
政
計
画

見
通
し
を
随
時
見
直
し
、

町
民
に
示
し
て
い
く
。

　
役
場
新
庁
舎
の
調
査

は
平
成
29
年
よ
り
始
ま
っ

て
い
る
が
、
短
期
間
で
26

億
円
の
事
業
を
進
め
て
い

る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
。

　

県
内
で
安
全
確
保
が

で
き
て
い
な
い
庁
舎
と
し

て
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。

「
市
町
村
役
場
機
能
緊
急

保
全
事
業
債
」
の
活
用
を

し
、
踏
み
切
り
た
い
。
短

期
的
な
事
業
の
進
め
方
に

な
っ
て
い
る
が
、
今
後
よ

り
分
か
り
や
す
く
、
よ
り

丁
寧
に
、資
料
を
示
し
て
、

安
心
感
も
与
え
、
必
要
性

も
し
っ
か
り
示
す
。

　
今
定
例
会
の
総
括
質

疑
で
役
場
新
庁
舎
基
本
構

想
・
基
本
計
画
を
３
月
末

ま
で
に
策
定
す
る
こ
と
に

は
こ
だ
わ
ら
な
い
と
答
弁

し
た
。
ど
の
よ
う
な
流
れ

で
策
定
さ
れ
、
基
本
設
計

に
進
む
の
か
。

　

金
額
の
差
が
大
き
く

な
っ
た
免
震
か
耐
震
か
の

構
造
を
精
査
し
、
修
正
し

た
結
果
を
町
民
の
方
や

「
役
場
新
庁
舎
建
設
特
別

委
員
会
」に
も
説
明
す
る
。

構
想
・
計
画
の
中
身
の
部

分
を
し
っ
か
り
修
正
し
、

理
解
を
い
た
だ
き
、
そ
の

後
、
基
本
設
計
に
進
む
。

社
会
的
課
題
の
解
決
と
持
続
可
能
な

地
域
づ
く
り
の
た
め
行
う

答

現
庁
舎
耐
震
化
は
非
現
実
的

建
築
費
は
身
の
丈
に
合
わ
せ
る

答

総
合
計
画
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
※

持
続
可
能
な
開
発
目
標
の
連
動
は

問

役
場
新
庁
舎
の

必
要
性
と
財
政
へ
の
影
響
は

問

プラゴミの漂流が問題に
提供：かながわ海岸美化財団

老朽化が進む現役場庁舎

※SDG’sとは持続可能な開発目標で17項目が2015年に国連で採択され、目標年は2030年とされている。

羽
根
か
ほ
る

無
所
属

二
宮 

節
子

公
明
党
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一般質問

　

町
の
面
積
は
狭
い

が
、高
齢
化
が
進
み
、
体

の
不
自
由
な
方
に
と
っ
て

商
店
が
消
え
て
困
っ
て
い

る
方
、
ま
た
坂
の
上
の
住

ま
い
で
買
い
物
し
づ
ら
い

方
が
多
い
。
そ
こ
で
出
張

商
店
街
や
共
同
宅
配
な

ど
、
誰
も
が
利
用
し
や
す

い
商
店
街
事
業
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
住
民
要
望
が

あ
る
が
、
町
と
し
て
そ
の

ニ
ー
ズ
把
握
と
商
店
連
合

協
同
組
合
な
ど
の
事
業
者

と
話
し
合
い
を
持
た
れ
て

い
る
の
か
、
今
後
の
対
策

を
伺
う
。
出
張
商
店
街
と

は
、
食
品
や
雑
貨
な
ど
、

暮
ら
し
に
必
要
な
も
の
を

車
に
載
せ
、
公
園
や
空
き

地
で
即
売
す
る
。 

　
買
い
物
支
援
に
つ
い

て
は
、
地
域
課
題
の
１
つ

と
し
て
、
町
民
や
事
業
者

な
ど
が
集
ま
り
、
町
全
体

や
小
学
校
区
単
位
で
情
報

共
有
、
発
信
を
し
て
い
く

お
互
い
さ
ま
推
進
協
議

会
、
地
域
の
協
議
体
で
生

活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
を
中
心
に
町
民
か
ら

の
ニ
ー
ズ
な
ど
を
把
握
し

て
い
る
。
高
齢
者
保
健
福

祉
計
画
及
び
第
８
期
介
護

保
険
事
業
計
画
策
定
に
向

け
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
す
る
が
、
買
い
物
や

移
動
に
関
す
る
調
査
内
容

を
見
直
し
、
把
握
に
努
め

る
。
出
張
商
店
街
は
年
度

初
め
に
商
店
連
合
協
同
組

合
の
方
と
話
し
た
が
、
そ

の
後
の
動
き
は
な
い
。

　
買
い
物
に
困
っ
て
い

る
人
が
い
た
ら
ど
こ
に
相

談
す
る
の
か
。

　
高
齢
者
の
た
め
の
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

「
な
の
は
な
」で
対
応
す
る
。

　
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
に
通
い
の
場
に

来
て
い
た
だ
き
い
ろ
い
ろ

説
明
し
て
い
た
だ
く
機
会

を
設
け
る
と
い
う
の
は
い

か
が
か
。

　
地
域
に
出
て
い
く
の

が
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
役
割
な
の
で

出
向
く
。

 　
そ
の
他
「
町
民
の
皆
様

に
行
政
情
報
を
正
確
に
早

く
伝
え
る
方
法
」
に
つ
い

て
質
問
を
行
っ
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
、

相
談
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

答
買
い
物
弱
者
対
策
に

出
張
商
店
街
な
ど
商
連
と
連
携

問

小
笠
原 
陶
子

無
所
属

役
場
庁
舎
に
つ
い
て

　
新
築
す
べ
き
か
否
か

は
町
全
体
で
考
え
る
べ
き
。

　
「
公
共
施
設
再
配
置
・

町
有
地
有
効
活
用
実
施
計

画
」
に
町
全
体
の
ビ
ジ
ョ

ン
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
の
計
画
は
庁
舎
を

担
当
す
る
企
画
政
策
課
が

コ
ン
サ
ル
に
策
定
依
頼
し

た
も
の
。
学
校
の
再
配
置

（
少
な
く
と
も
33
億
円
か

か
る
）
の
費
用
や
、
地
域

集
会
施
設
の
統
廃
合
（
額

は
不
明
）
は
財
政
見
通
し

に
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、

財
務
課
は
記
載
額
に
関
与

し
て
い
な
い
。
町
全
体
の

ビ
ジ
ョ
ン
と
は
思
え
な

い
。
夏
前
に
庁
舎
新
築
が

決
定
す
る
よ
う
だ
が
町
民

理
解
を
得
ら
れ
る
の
か
。

　

学
校
再
配
置
の
方
針

は
今
年
度
の
早
い
う
ち
に

出
し
、
そ
の
後
、
長
寿
命

化
・
改
修
計
画
を
立
て
な

い
と
財
政
見
通
し
は
出
な

い
。
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
は
現
時
点
で
の
も

の
。
将
来
を
見
通
し
た
も

の
で
は
な
い
が
緊
急
性
を

考
え
る
と
庁
舎
建
設
の
必

要
性
は
十
分
あ
る
。

　
町
民
サ
ー
ビ
ス
を
要

望
す
る
と
金
が
な
い
と
言

い
、
庁
舎
新
築
は
財
政
的

に
不
安
だ
と
言
う
と
大
丈

夫
と
言
う
。
ど
ち
ら
か
。

　

ス
ポ
ッ
ト
的
に
財
源

が
厳
し
い
こ
と
は
あ
っ
て

も
長
期
ス
パ
ン
で
は
危
機

的
な
状
況
に
陥
っ
て
な
い
。

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

制
度
導
入
に
つ
い
て

　
進
め
る
気
は
あ
る
か
。

　

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
割
合
は
７
・
６
％
と
い

わ
れ
、
身
近
な
存
在
で
あ

る
。
全
て
の
方
が
生
き
づ

ら
さ
を
感
じ
ず
に
暮
ら
す

た
め
に
は
一
人
ひ
と
り
の

個
性
を
認
め
合
え
る
社
会

を
目
指
す
必
要
が
あ
る
。

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度

の
研
究
を
進
め
る
な
ど
、

理
解
が
広
が
り
、
深
ま
る

よ
う
啓
発
す
る
。

　
職
員
・
保
育
士
・
先

生
へ
の
研
修
や
、
町
民
・

職
員
・
幼
児
・
児
童
・
生

徒
へ
の
配
慮
、
学
校
教
育

な
ど
も
お
願
い
し
た
い
。

　

職
員
研
修
は
で
き
る

こ
と
か
ら
早
い
う
ち
に
す

る
。
学
校
で
の
配
慮
は
で

き
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

露
木 

佳
代

無
所
属

①
庁
舎
は
緊
急
で
必
要

②
パ
ー
ト
ナ
ー
シッ
プ
制
度※
等
検
討

答
①
新
庁
舎
建
築
に
つ
い
て

②
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィへ
の
配
慮
は

問

百合が丘隣接の橘団地では
毎月出張商店街が出店

LGBT支援事業を積極的に
推進する大阪市淀川区

※パートナーシップ制度とは、同性カップルを自治体が公に婚姻に準ずる関係として証明するもの
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ご意見を
お聞かせください

議会だより委員会　露木佳代（委員長）、羽根かほる（副委員長）、杉崎俊雄、二宮節子、根岸ゆき子、松﨑健

Ｓ53年 現役場庁舎竣工 (旧耐震基準)
Ｈ7年 阪神淡路大震災発生

Ｈ8年 耐震診断を実施。構造の強度不足による倒壊・
崩壊の危険性あり。大規模補強が必要と診断

Ｈ10～18年 小中学校、百合が丘保育園、消防庁舎の耐震化
工事

Ｈ23年 東日本大震災発生
Ｈ25年 公共施設白書を作成

Ｈ26年
村田町長就任
庁舎・設備等委託評価で、現庁舎の耐震補強で
は執務スペースの減、動線の悪化が顕著と判明

Ｈ28年
熊本地震発生
本会議で役場庁舎の耐震性について質問相次ぐ。
町はスピード感を持って検討すると答弁

Ｈ29年 候補地をラディアン裏、東大跡地、現役場の3
か所とし、ラディアン裏が最善と結論

Ｈ30年 2 月 ラディアン裏への移転が報道される

4 月「広報にのみや」で、概算事業費が15億円と示
される

5 ～ 6 月
アンケートや移動町長室等で町民の意見を聴取
基本構想・基本計画の策定スケジュールを議会
に報告

11月 基本構想・基本計画（案）のパブリックコメント
その後町民検討会（3回）開催

Ｈ31年 2 月 町民説明会（3回）を開催

■ �庁舎整備基金条例が制定され、� �
現在高は１億６千万円。

■ �役場新庁舎についての陳情2件が全
会一致で可決。

■ �陳情項目にもあった「基本構想・
基本計画」の決定延期と、決定前
の説明会実施を議会からも要望。

　 � 町の回答 � �説明会を再度開催。� �
６～７月まで決定を延期。

■ �基本設計委託料約5,000万円を削除
した予算を可決。

■ �「役場新庁舎建設特別委員会」設置

庁舎に関する町の動きは特別委員会と
協議の上進めることに決定。（3月26
日の委員会では「規模・予算の縮小と
構造の変更の可能性有り」と確認）

３月議会で決まったこと

基本設計の委託料を除いた

予 算 が 可 決

町民説明会での皆さまからの主なご意見

役場
新庁舎
整備事業

町民への説明が
不充分！もう一
度説明会を！

再配置で空く
学校の活用を
してほしい

免震ありきだ
が耐震でも良
いのでは

多額の借り入
れで町民サー
ビス低下が懸
念される

当初概算より大
幅に事業費が増
加している

場所など、いつ
決まっていたの
か。大事な情報、
もっと出して

防災拠点になる
のに場所が適切
ではない

他の公共施設
や町全体で考
えるべき

町が再び説明会を開催
町民センター２Aクラブ室

①�５月31日（金）14時〜16時
②�６月１日（土）14時〜16時
③６月２日（日）10時〜12時


